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　金融市場のグローバル化を受けて，金融セクター間および保険セクター内での国際的な監督規制の調和化にむけた

検討が進められている．この論文では保険者のソルベンシー親制に焦点をあてて，国際的な監督基準策定機関である

保険監督者国際機構によるソルベンシー基準策定の検討状況，保険監督の新しい枠組み（案）について述べた上で，

それに対応して国際アクチェアリー会が作成した保険者ソルベンシー評価のための国際的枠組みについての報告書の

概要を述べる．これらの国際的動向を取り入れつつ進められているEUソルベンシーIでは，3つの柱手法の採用，

目標資本要件と副氏資本要件の明確化，内部モデルの採用などの検言が進められている．ソルベンシー皿は，EU域

内25カ国のソルベンシー基準の調和およびリスクベース基準への抜本的見直しを図る先端窃式みとして，今後の国際

的枠組みの在り方に大きな影響を与える可能性がある。
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1保御者国際機構
1．1保険監胴機橋の活動

　保険者のソルベンシー規制は各国で区々の㈲腹が実

施されている（表1，表2参照）狐金融グローバル化

の進展により，国際的に共通する基準の策定が求められ

ている、保険監督者国際機構（lntem刮ti㎝a1

Ass㏄iationof　lnsur証nce　Supervisors，略称IAlS）は

lOOを超える国・地域の保険監督機関がメンバーとなっ
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ている国際機関で，保険の規制・監督に関する国際基準

を策定している．lAlSの大きな課題の一つが資本適合性

とソルベンシーに関する基準策定である．また金融セク

ターを超えた資本規制等の整合性を図るため，バーゼル

銀行監督委員会や証券監督者国際機構等とも協力して

基準策定にあたっている．

　1AISの定める基準は，鋤子のBlS規制ほど強制的では

ないが，監督者の監督ともいわれている金融セクター評

価プログラム（Financi丑1Sector　Assessm㎝i　Progr㎝，

略称FSAP）が1999年からlMF・世界鋭子によって実施
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